
外国倒産処理手続の承認援助に関する規則（原文は縦書き）  

 

平成十二年十二月二十七日最高裁判所規則第十七号 

改正 平成一五年二月一九日最高裁判所規則第四号 

同一五年三月一九日同第七号 

同一五年一一月一二日同第二二号 

同一六年一〇月六日同第一五号 

同一七年二月九日同第六号 

同一八年二月八日同第二号 

令和四年一一月七日同第一七号 

令和六年九月十七日同第一四号 

 

外国倒産処理手続の承認援助に関する規則を次のように定める。 

外国倒産処理手続の承認援助に関する規則 

目次 

第一章 総則(第一条―第十二条の十一) 

第二章 外国倒産処理手続の承認(第十三条―第二十三条) 

第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分(第二十四条―第三十六条) 

第四章 外国倒産処理手続の承認の取消し(第三十七条・第三十八条) 

第五章 他の倒産処理手続がある場合の取扱い 

第一節 国内倒産処理手続がある場合の取扱い(第三十九条―第四十一条) 

第二節 他の外国倒産処理手続の承認援助手続がある場合の取扱い(第四十二条・第四十 

三条) 

附則 

第一章 総則 

(外国管財人等の責務) 

第一条 外国管財人等は、承認援助手続の円滑な進行を図るため、裁判所に対し必要な情報 を提供

するよう努めるとともに、手続の進行に関する重要な事項を利害関係人に周知させ るため必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

2 外国管財人等は、承認管財人及び保全管理人(これらの者が外国管財人である場合を除 く。)に対

して、承認援助手続の目的を達成するために必要な協力及び情報の提供をするよ う努めなければな

らない。 



(申立ての方式等) 

第二条 承認援助手続における申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければ ならな

い。 

2 前項の規定は、承認援助手続における届出及び裁判所に対する報告について準用する。 

3 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されて いる情

報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては 認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に 供されるものをいう。

以下この項において同じ。)を有している場合において、必要がある と認めるときは、その者に対

し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報 処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所 の定めるものにより裁判所に提供すること

を求めることができる。 

4 裁判所は、外国語で作成された文書が提出された場合において、その訳文が添付されて いない

ときは、必要と認める部分について、訳文の提出を求めることができる。 

(平一五最裁規四・一部改正) 

(外国倒産処理手続を規律する外国法についての資料の提出) 

第三条 裁判所は、承認援助手続における裁判をする場合において、必要があると認めると きは、

次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める外国倒産処理手続を規律する外国法の 内容を明らか

にする資料を提出させることができる。 

一 当該裁判の申立人又は外国管財人等 当該承認援助手続に係る外国倒産処理手続 

二 同一の債務者につき外国倒産処理手続の承認の申立てがされている他の外国倒産処理 手続(外

国倒産処理手続の承認の決定がされているかどうかを問わない。)の外国管財人等 当該他の外国倒

産処理手続 

 

(調書) 

第四条 承認援助手続における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、作成することを要しない。 ただ

し、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。 

(即時抗告に係る事件記録の送付・法第七条) 

第五条 即時抗告があった場合において、原裁判所が承認援助事件の記録を送付する必要 がないと

認めたときは、当該裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の 裁判所書記官に

送付すれば足りる。 

2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が承認援助事 件の記録

が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付 を原裁判所の裁

判所書記官に求めなければならない。 



(公告事務の取扱者・法第八条) 

第六条 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 

(平一五最裁規七・平成一六最裁規一五・一部改正) (承認管財人による通知事務等の取扱い) 

第六条の二 裁判所は、承認援助手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、承認管 財人の

同意を得て、承認管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせること ができる。 

(平一六最裁規一五・追加) 

(官庁等への通知) 

第七条 法人である債務者について外国倒産処理手続の承認の決定があった場合において、 その法

人の設立又は目的である事業について日本の官庁その他の機関の許可があったもの であるとき

は、裁判所書記官は、外国倒産処理手続の承認の決定があった旨をその官庁その 他の機関に通知

しなければならない。 

2 前項の規定は、外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定又は外国倒産処理手続の 承認の

取消しの決定が確定した場合について準用する。 

(法人の承認援助手続に関する登記の嘱託の手続・法第九条) 

第八条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してし なけれ

ばならない。 

一 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号。以下「法」 とい

う。)第九条(法人の承認援助手続に関する登記の嘱託等)第一項の規定による嘱託 次 に掲げる書面 

イ 法第九条第一項に規定する処分の裁判書の謄本 

ロ 承認管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌するこ とについ

て法第三十九条(数人の承認管財人の職務執行)第一項ただし書(法第五十五条(承 認管財人に関す

る規定の保全管理人等への準用)第一項において準用する場合を含む。)の許 可があったときは、

当該許可の決定の裁判書の謄本 

二 法第九条第三項において準用する同条第一項の規定による嘱託(特定の承認管財人又は 保全管

理人の氏名又は名称及び住所の変更があった場合の嘱託を除く。) 同項に規定する 処分を変更

し、若しくは取り消す決定の裁判書の謄本、当該処分が効力を失ったことを証す る書面又は同条

第二項に規定する事項を変更する決定の裁判書の謄本 

三 法第九条第四項の規定による嘱託 同項に規定する中止の命令の裁判書の謄本 

四 法第九条第五項の規定による嘱託 同条第四項に規定する中止の命令を取り消す決定 の裁判書

の謄本又は当該中止の命令が効力を失ったことを証する書面 

五 法第九条第六項の規定による嘱託 同項に規定する承認の取消しの決定に係る裁判書 の謄本 

六 法第九条第七項の規定による嘱託 同項に規定する決定又は命令の裁判書の謄本 (平一六最裁

規一五・平一七最裁規六・一部改正) 

 



(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第十条等) 

第九条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してし なけれ

ばならない。この場合においては、当該書面以外の不動産登記法(平成十六年法律第 百二十三号)第

六十一条(登記原因証明情報の提供)に規定する登記原因を証する情報を記載 した書面を添付する

ことを要しない。 

一 法第十条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第一項の規定による嘱託 同項に 規定する

処分の裁判書の謄本 

二 法第十条第二項において準用する同条第一項の規定による嘱託 同項に規定する処分 を取り消

す旨の決定の裁判書の謄本又は当該処分が効力を失ったことを証する書面 

三 法第十条第四項の規定による嘱託 同項に規定する処分の裁判書の謄本 

四 法第十条第五項において準用する同条第四項の規定による嘱託 同項に規定する処分 を変更し、

若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該処分が効力を失ったことを 証する書面 

五 法第十条第六項の規定による嘱託 同項に規定する承認の取消しの決定に係る裁判書 の謄本 

六 法第十条第七項の規定による嘱託 同項に規定する決定又は命令の裁判書の謄本 

2 前項の規定は、法第十二条(登録への準用)の規定による嘱託について準用する。 

(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正) 

(事件に関する文書の閲覧等・法第十三条) 

第十条 法第十三条(事件に関する文書の閲覧等)の規定は、この規則又は第十二条の十一(民事訴訟

規則の準用)において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定に基 づき、裁

判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。 

2 法第十三条第一項に規定する文書等又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若し くは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書 その他の物件を特

定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。 

３ 第十二条の十一において準用する民事訴訟規則第三十四条（閲覧等の制限の申立ての方式等）

第三項本文、第五項本文若しくは第七項又は第五十二条の二十（法第百三十三条の二第二項の申立

ての方式等）第三項、第五項本文若しくは第六項の規定により文書その他の物件から秘密記載部分

又は秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又

は複製は、その提出されたものによってさせることができる。 

４ 第十二条の十一において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二（秘匿決定の一部が取り消

された場合等の取扱い）第一項の規定により、法第十五条（民事訴訟法の準用）において準用する

民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第百三十三条（申立人の住所、氏名等の秘匿）第二項の規定

による届出に係る書面（以下この項において「秘匿事項届出書面」という。）から法第十五条にお

いて準用する民事訴訟法第百三十三条の四（秘匿決定の取消し等）第一項の取消し又は同条第二項

の許可の裁判に係る部分以外の部分（秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載さ

れた部分に限る。）を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、そ



の提出されたものによってさせることができる。 

(令六最裁規一四・一部改正) 

 

(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十四条) 

第十一条 法第十四条(支障部分の閲覧等の制限)第一項の申立ては、支障部分を特定してし なけれ

ばならない。 

2 前項の申立ては、当該申立てに係る文書等の提出の際にしなければならない。 

3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から支障部分を除いたものをも 作成し、

裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申 立てに係る文書

等の全部であるときは、この限りでない。 

4 法第十四条第一項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。 

5 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る 文書等

から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しな ければならな

い。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定され た支障部分とが同一

である場合は、この限りでない。 

６ 法第十四条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の 申立て

をした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該法第十四条第一項の規定に よる決定にお

いて特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以 外の部分を除いたも

のを作成し、裁判所に提出しなければならない。 

７ 第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から支障部分を除いたものが提出 された

場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせる ことができる。 

(令四最裁規一七・一部改正) 

（催告） 

第十二条 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るとき

は、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を

記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。 

２ 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。 

(令六最裁規一四・追加) 

 

（送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類） 

第十二条の二 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を

交付して送達をする。  

(令六最裁規一四・追加) 

 

（呼出状の公示送達） 



第十二条の三 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。  

(令六最裁規一四・追加) 

 

（決定及び命令の方式） 

第十二条の四 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。  

(令六最裁規一四・追加) 

 

（申立書の却下の命令に対する即時抗告等） 

第十二条の五 申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された申立書

を添付しなければならない。 

２ 前項の規定は、抗告状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。 

(令六最裁規一四・追加) 

 

（証人の宣誓） 

第十二条の六 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証

人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければ

ならない。 

２ 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代

えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。 

３ 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないこ

とを誓う旨を記載しなければならない。 

(令六最裁規一四・追加) 

 

（鑑定人の宣誓） 

第十二条の七 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなけれ

ばならない。 

２ 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合に

おける裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を

鑑定人に送付する方法によって行う。  

(令六最裁規一四・追加) 

 

 （受命裁判官等の証拠調べの調書） 

第十二条の八 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第十二条の十一（民

事訴訟規則の準用）において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条（受命裁判官等の証拠

調べの電子調書）の調書に同条の文書の写しを添付することができる。 

(令六最裁規一四・追加) 



 

（更正決定の方式） 

第十二条の九 更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、

相当と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事

者に送達することができる。  

(令六最裁規一四・追加) 

 

（特別抗告等を提起する場合における費用の予納） 

第十二条の十 法第十五条（民事訴訟法の準用）において準用する民事訴訟法第三百三十六条（特

別抗告）第一項の抗告を提起するときは、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び

抗告理由書の送達、裁判の告知並びに抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概

算額を予納しなければならない。 

２ 前項の規定は、法第十五条において準用する民事訴訟法第三百三十七条（許可抗告）第二項の

申立てをする場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは「抗

告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。 

(令六最裁規一四・追加) 

 

(民事訴訟規則の準用・法第十五条) 

第十二条の十一 特別の定めがある場合を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限 

り、民事訴訟規則第一編から第四編まで（総則、第一審の訴訟手続、上訴、再審）の規定（同規則

第一条（申立て等の方式等）第三項、第一条の二（電子調書のファイルへの記録の方式）、第四条

（催告及び通知）第三項及び第四項、第十四条（法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出）

第二項から第四項まで、第十五条（法定代理権等の証明）第二項及び第三項、第十八条（法人の代

表者等への準用等）第二項及び第三項、第二十三条（訴訟代理権の証明等）第三項、第二十四条（訴

訟費用額の確定等を求める申立ての方式等）第三項から第五項まで、第二十五条（相手方への催告

等）第二項、第二十六条（費用額の確定処分の方式）後段、第三十三条の三（電磁的訴訟記録の閲

覧等の方法等）、第三十三条の四（訴訟に関する事項の証明の方法等）第二項から第四項まで、第

三十三条の五（電磁的訴訟記録からの消去等）、第三十四条（閲覧等の制限の申立ての方式等）第

八項から第十一項まで、第一編第五章（訴訟手続）第四節（送達等）第三款（電磁的記録の送達）、

第四十六条（公示送達の方法）第一項、第四十七条（書類又は電磁的記録の送付）第三項及び第四

項、第四十七条の二（書類又は電磁的記録の直送）第四項及び第五項、第五十一条（訴訟手続の受

継の申立ての方式等）第三項から第七項まで、第一編第七章（電子情報処理組織による申立て等）、

第五十二条の二十（法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等）第七項から第九項まで、第五十

二条の二十二（秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い）第二項及び第三項、第五十二条の

二十三（安全管理のために必要な措置）、第五十三条（訴状の記載事項）第四項第二号、第五十五

条（訴状の添付書類等）第三項から第六項まで、第五十五条の二（訴えの提起前に法律事務を行っ



ていた者に関する情報の届出）、第六十三条の二（電磁的記録の提出方法）、第七十六条の二（更

正処分の方式）第一項後段、第八十一条（答弁に対する反論）第二項、第八十二条（準備書面に引

用した文書の取扱い）第三項及び第四項、第百五条の二（映像等の送受信による通話の方法による

裁判所外における証拠調べ）、第百五条の三（電子情報処理組織による調査結果の報告）、第百八

条（電子呼出状の記録事項等）第二項、第百十二条（宣誓）第三項及び第四項、第百二十四条（書

面尋問）第四項、第百三十一条（宣誓の方式）、第百三十二条（鑑定人の陳述の方式）第三項、第

百三十五条の二（電子情報処理組織による鑑定結果の報告）、第百三十七条（書証の申出等）第三

項及び第四項、第百四十三条（文書の提出等の方法）第三項、第百四十九条の二（電磁的記録に記

録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等）第三項、第百四十九条の三（電磁的記録提出

命令等に係る電磁的記録の提出等の方法）、第百五十一条の二（映像等の送受信による方法による

検証）、第百八十九条（電子上告提起通知書の送達等）第四項並びに第二百十一条（再審の訴訟手

続）第二項及び第三項の規定を除く。）を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規

則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

(令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正) 

 

第二章 外国倒産処理手続の承認 

(外国倒産処理手続の承認の申立書の記載事項・法第十七条) 

第十三条 外国倒産処理手続の承認の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければなら ない。 

一 外国管財人等の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所 

二 外国管財人等が送達を受けるべき場所(日本国内に限る。) 

三 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所 

四 申立ての趣旨 

五 当該外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務 所があ

ることの基礎となるべき具体的な事実 

2 前項第四号の記載は、当該外国倒産処理手続が申し立てられている国及び裁判所その他 

の機関の名称並びに事件の表示、当該外国倒産処理手続についての法第十七条(外国倒産処 理手続

の承認の申立て)第二項に規定する手続開始の判断(以下この章において「手続開始の 判断」とい

う。)の年月日(手続開始の判断がされていない場合には、申立ての年月日)その 他の当該外国倒産

処理手続を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。 

第十四条 外国倒産処理手続の承認の申立書には、前条(外国倒産処理手続の承認の申立書 の記載事

項)第一項に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 当該外国倒産処理手続の事案の概要、進行状況(手続開始の判断の有無を含む。)及び今 後の進



行の見込み 

二 法第三章(外国倒産処理手続に対する援助の処分)の規定による援助の処分であって、当 該外国

倒産処理手続について必要となると見込まれるものの内容 

三 当該外国倒産処理手続における債権の順位を規律する外国法の概要 

四 外国管財人等の権限について次に掲げる事由があるときは、当該事由の内容 

イ 存続期限 

ロ することができる行為の限定 

ハ 行使についての条件 

五 債務者の日本国内にある財産に関してされている他の手続(第十号及び第十一号に規定 するも

のを除く。)又は処分で外国管財人等に知れているもの 

六 債務者が法人であるときは、設立の準拠法 

七 債務者が日本国内において事業を行っているときは、日本における主たる営業所又は 事務所

の名称及び所在地 

八 債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がある ときは

その名称並びに代表者の氏名、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を 含む。以下こ

の号において同じ。)、債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過 半数で組織する労働

組合がないときは債務者の日本国内における使用人その他の従業者の 過半数を代表する者の氏名、

住所、郵便番号及び電話番号 

九 債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について日本 の官庁

その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び 所在地 

十 債務者についての国内倒産処理手続で外国管財人等に知れているものがあるときは、 当該国内

倒産処理手続が係属する裁判所の名称、事件の表示及び進行状況(国内倒産処理手 続の開始の決定

の有無を含む。)並びに法第五十七条(国内倒産処理手続の開始決定がされた 場合の承認の条件等)

第一項各号に掲げる要件に該当する具体的な事実 

十一 債務者についての他の承認援助手続で外国管財人等に知れているものがあるときは、 当該承

認援助手続が係属する裁判所の名称、事件の表示及び進行状況(外国倒産処理手続の 承認の決定の

有無を含む。)並びに法第六十二条(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合 

の承認の条件等)第一項各号に掲げるいずれの事由にも該当しないことの基礎となるべき具 体的な

事実 

十二 外国管財人等又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。) 

2 前項第三号の記載は、債権の順位の差異の原因となる債権者の属性、債権の発生原因そ の他の

事由を明らかにしてしなければならない。 

(平一六最裁規一五・追加) 

(外国倒産処理手続の承認の申立書の添付書面・法第十七条) 

第十五条 外国倒産処理手続の承認の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 



一 当該外国倒産処理手続の承認の申立てをした者が外国管財人等であることを証する書 面 

二 債務者の住所を証する書面 

三 当該外国倒産処理手続が係属していることを証する書面 

四 当該外国倒産処理手続において、債務者の日本国内にある財産にその効力が及ぶもの とされ

ていることを明らかにする書面 

五 債務者が法人である場合において、日本国内において登記がされているときは、その登 記事

項証明書 

六 債務者についての国内倒産処理手続で外国管財人等に知れているものがあるときは、 法第五

十七条(国内倒産処理手続の開始決定がされた場合の承認の条件等)第一項各号に掲 げる要件に該

当する具体的な事実を証する書面 

七 債務者についての他の承認援助手続で外国管財人等に知れているものがあるときは、 法第六

十二条(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等)第一項各号に掲 げるいずれの

事由にも該当しないことの基礎となるべき具体的な事実を証する書面 (平一七最裁規六・一部改

正) 

(裁判所書記官の事実調査・法第十七条等) 

第十六条 裁判所は、相当と認めるときは、次に掲げる事項についての事実の調査を裁判所 書記官

に命じて行わせることができる。 

一 法第十七条(外国倒産処理手続の承認の申立て)第一項に規定する要件 

二 法第二十一条(外国倒産処理手続の承認の条件)各号に掲げる事由 

三 法第五十七条(国内倒産処理手続の開始決定がされた場合の承認の条件等)第一項各号 に掲げ

る要件 

四 法第六十二条(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等)第一項各号 に掲げ

る事由 (費用の予納・法第二十条) 

第十七条 法第二十条(費用の予納)第一項の金額は、当該外国倒産処理手続の事案の概要、 当該外

国倒産処理手続について必要となると見込まれる法第三章(外国倒産処理手続に対す る援助の処

分)の規定による援助の処分の内容、法第四十九条(承認管財人の報酬等)第一項 本文(法第五十五

条(承認管財人に関する規定の保全管理人等への準用)第一項において準用 する場合を含む。)に規

定する報酬の支払の要否その他の事情を考慮して定める。 

2 外国倒産処理手続の承認の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するとき は、裁

判所は、外国管財人等に、更に予納させることができる。 

(外国管財人等の変更があった場合の報告等) 

第十八条 外国倒産処理手続の承認の申立てがされた後に、外国管財人等の変更があった 場合に

は、外国管財人等は、速やかに、その旨を裁判所に報告しなければならない。この場 合におい



て、新たに外国管財人等となった者があるときは、その者が外国管財人等であるこ とを証する書

面を裁判所に提出しなければならない。 

(他の倒産処理手続があることを知った場合の報告) 

第十九条 外国管財人等は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた後に、同一の債務者 につき

国内倒産処理手続又は他の承認援助手続が係属することを知ったときは、速やかに、 その旨を裁

判所に報告しなければならない。この場合においては、外国管財人等は、当該国 内倒産処理手続

又は当該他の承認援助手続が係属する裁判所の名称、事件の表示及び進行 状況をも報告するもの

とする。 

(報告書の提出の促し等) 

第二十条 裁判所は、外国管財人等に報告書の提出を促すこと又は承認援助手続の進行に 関する問

い合わせをすることその他の承認援助手続の円滑な進行を図るために必要な外国 管財人等との連

絡を裁判所書記官に命じて行わせることができる。 

(手続開始の判断を証する書面の提出・法第二十二条) 

第二十一条 外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理 手続につ

き手続開始の判断がされたときは、外国管財人等は、当該手続開始の判断がされた ことを証する

書面を裁判所に提出しなければならない。 

(外国倒産処理手続の承認の決定の裁判書等・法第二十二条) 

第二十二条 外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしな ければな

らない。 

2 外国倒産処理手続の承認の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならな い。 

(平一六最裁規一五・一部改正) (外国倒産処理手続の承認の決定等の通知先・法第二十三条等) 

第二十三条 法第二十三条(外国倒産処理手続の承認の公告等)第三項第一号の最高裁判所 規則で定

める官庁又は公署は、次に掲げるものとする。 

一 東京国税局長 

二 次に掲げる地の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二条(地方団体の課税 権)(同法

第一条(用語)第二項において準用する場合を含む。)に規定する地方団体の長(その 者が同法第三条

の二(地方団体の長の権限の委任)の規定により、権限の一部を同条に規定す る支庁若しくは地方事

務所、市の区の事務所又は税務に関する事務所の長に委任したとき は、その支庁若しくは地方事務

所、市の区の事務所又は税務に関する事務所の長) 

イ 債務者が日本国内において事業を行っている場合には、日本における主たる営業所又 は事務所

の所在地 



ロ イに規定する場合以外の場合において、債務者が日本国内に住所を有するときは、その 

住所の所在地 

ハ 債務者の財産に属する権利で登記又は登録がされたものに関し法第二十五条(他の手続 

の中止命令等)第二項の規定による強制執行の中止の命令、法第二十六条(処分の禁止、弁済 の禁止

その他の処分)第二項の規定による処分又は法第二十七条(担保権の実行手続等の中 止命令)第二項

の規定による担保権の実行の手続の中止の命令が発せられた場合には、当該 権利の登記又は登録の

地 

(平一五最裁規二二・一部改正) 

第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分 

(他の手続の中止命令等の申立書の記載事項等・法第二十五条等) 

第二十四条 法第二十五条(他の手続の中止命令等)第一項若しくは第二項の中止の命令、同 条第五

項の取消しの命令、法第二十六条(処分の禁止、弁済の禁止その他の処分)第一項若し くは第二項の

処分又は法第二十七条(担保権の実行手続等の中止命令)第一項若しくは第二 項の中止の命令の申

立てをするときは、次に掲げる事項を申立書に記載しなければならな い。 

一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所 

二 申立人が送達を受けるべき場所(日本国内に限る。) 

三 申立ての趣旨及び理由 

2 前項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、同項に規定する中止の命令、 取消し

の命令又は処分の効力に相当する効力が同項の申立てに係る外国倒産処理手続にお いて生じてい

るときはその内容、生じていないときはその旨を記載するものとする。 

3 債務者の財産に属する権利で登記又は登録がされたものに関し第一項に規定する中止 の命令、

取消しの命令又は処分の申立てをするときは、申立書には、当該権利についての登 記事項証明書又

は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を添付するものとする。 

(平一五最裁規二二・平一七最裁規六・一部改正) 

(強制執行等禁止命令の申立書の記載事項等・法第二十八条) 

第二十五条 強制執行等禁止命令の申立てをするときは、次に掲げる事項を申立書に記載 しなけれ

ばならない。 

一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所 

二 申立人が送達を受けるべき場所(日本国内に限る。) 

三 債務者の表示 

四 申立ての趣旨及び理由 

2 前項第四号の申立ての趣旨の記載は、一定の範囲に属する債権に基づく強制執行等又は 一定の

範囲に属する債務者の財産に対する強制執行等を禁止の命令の対象から除外して当 該命令を求め



る場合にあっては、その範囲を明らかにしてしなければならない。 

3 第一項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、強制執行等禁止命令の効 力に相

当する効力が同項の申立てに係る外国倒産処理手続において生じているときはその 内容、生じてい

ないときはその旨を記載するものとする。 

4 裁判所は、強制執行等禁止命令の申立人又は外国管財人等に対し、債権者の氏名又は名 称、住

所及びその有する債権の発生原因を記載した債権の一覧表その他の強制執行等禁止 命令を発する

ために必要な事項を記載した書面を提出させることができる。 

5 第一項及び第三項の規定は、法第二十八条(強制執行等禁止命令)第四項の取消しの命令 の申立

てについて準用する。 

(強制執行等禁止命令の周知措置の報告・法第二十九条) 

第二十六条 外国管財人等は、法第二十九条(強制執行等禁止命令に関する公告及び送達等) 第三項

の規定による措置を講じたときは、その措置の内容を裁判所に報告しなければなら ない。 

(強制執行等禁止命令の解除の申立書の記載事項・法第三十条) 

第二十七条 強制執行等禁止命令の解除の申立書には、第二十五条(強制執行等禁止命令の 申立書の

記載事項等)第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

(法第三十一条第一項の決定の方式等・法第三十一条) 

第二十八条 次に掲げる決定は、書面をもってしなければならない。 

一 法第三十一条(債務者の財産の処分等に対する許可)第一項本文の裁判所の許可を得なければ

ならないものとする旨の決定 

二 法第三十一条第一項本文の裁判所の許可を得なければならない行為を指定する決定 

三 法第三十一条第一項本文に規定する許可をする決定 

2 裁判所は、前項各号に掲げる決定をする場合において、必要があると認めるときは、外 国管財

人等に対し、債務者の日本国内にある財産の目録その他の資料を提出させることが できる。 

(管理命令の申立書の記載事項等・法第三十二条) 

第二十九条 管理命令の申立書には、第二十四条(他の手続の中止命令等の申立書の記載事 項等)第

一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

2 前項の申立書には、同項に規定する事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するも のとす

る。 

一 債務者の資産、負債その他の財産の状況 

二 債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、日本国内にある営業所又 は事務

所の名称及び所在地並びに日本国内における使用人その他の従業者の状況 

三 外国管財人以外の者を承認管財人に選任することを希望するときは、その旨及びその 理由 



3 第一項の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。ただし、既に当該書面が 提出さ

れているときは、この限りでない。 

一 債務者の日本国内にある財産の目録 

二 債務者の日本国内にある財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登 記事項

証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面 

4 前項第一号の財産の目録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 当該財産の所持者(債務者を除く。)の氏名又は名称、住所及び郵便番号 

二 当該財産が債権であるときは、当該債権に係る債務を負担する者の氏名又は名称、住所 及び郵

便番号 

(平一七最裁規六・一部改正) 

(承認管財人の選任等・法第三十二条) 

第三十条 承認管財人は、外国管財人その他の者であって、その職務を行うに適したものの うちか

ら選任しなければならない。 

2 法人が承認管財人に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうち承認管財人 の職務

を行うべき者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、外国管財人等(当該法 人を除く。)に

通知しなければならない。 

3 裁判所書記官は、承認管財人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。 

4 裁判所書記官は、承認管財人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した

場合において、当該承認管財人が債務者に属する不動産についての権利に関する登 記を申請するた

めに登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該承認管財人に係 る前項に規定する書面

に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないこと を証明する旨をも記載して、こ

れを交付するものとする。 

(平一六最裁規一五・一部改正) 

(法第三十一条第一項の決定に関する規定の準用・法第三十五条等) 

第三十一条 第二十八条(法第三十一条第一項の決定の方式等)の規定は、法第三十五条(承 認管財人

の財産の処分等に対する許可)第一項(法第五十五条(承認管財人に関する規定の保 全管理人等への

準用)第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の裁 判所の許可を得なけれ

ばならない行為を指定する決定及び法第三十五条第一項に規定する 許可をする決定について準用

する。 

(承認管財人と外国管財人等との相互の連絡等) 

第三十二条 承認管財人(外国管財人である者を除く。)及び外国管財人等は、承認援助手続 の進行並

びに債務者の日本国内における業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、 承認援助手続の目

的を達成するため、相互に密接な連絡をとるよう努めるものとする。 



2 前項の承認管財人は、外国管財人等に対し、債務者の日本国内における業務の遂行並び に財産の

管理及び処分について必要な協力及び情報の提供を求めることができる。 

(承認管財人に対する監督等・法第三十八条) 

第三十三条 裁判所は、承認管財人による金銭その他の財産の保管方法及び金銭の収支に ついて必

要な定めをすることができる。 

2 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の承認管財人に対する監督に関する事務を裁 判所書

記官に命じて行わせることができる。 

3 承認管財人は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。 

(承認管財人による鑑定人の選任・法第四十一条) 

第三十四条 承認管財人は、必要があるときは、裁判所の許可を得て鑑定人を選任すること ができ

る。 

(承認管財人の報酬の額・法第四十九条) 

第三十五条 裁判所が定める承認管財人(外国管財人である者を除く。)の報酬の額は、その 職務と責

任にふさわしいものでなければならない。 

(承認管財人に関する規定等の準用・法第五十五条等) 

第三十六条 第二十九条(管理命令の申立書の記載事項等)(第三項第二号及び第四項を除 く。)の規定

は保全管理命令の申立書について、第三十条(承認管財人の選任等)及び第三十 二条から前条まで

(承認管財人と外国管財人等との相互の連絡等、承認管財人に対する監督 等、承認管財人による鑑

定人の選任及び承認管財人の報酬の額)の規定は保全管理人につい て、前条の規定は承認管財人代

理及び保全管理人代理について準用する。 

 

第四章 外国倒産処理手続の承認の取消し 

(承認の取消しの申立書の記載事項・法第五十六条) 

第三十七条 外国倒産処理手続の承認の取消しの申立書には、次に掲げる事項を記載しな ければな

らない。 

一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所 

二 申立人が送達を受けるべき場所(日本国内に限る。) 

三 外国倒産処理手続の承認の取消しを求める旨 

四 外国倒産処理手続の承認の取消しの原因 

2 外国倒産処理手続の承認の取消しの原因においては、法第五十六条第一項各号又は第二 項各号に

該当する事実を具体的に記載しなければならない。 



(承認の取消しの決定の裁判書等・法第五十六条) 

第三十八条 外国倒産処理手続の承認の取消しの決定は、裁判書を作成してしなければな らない。 

2 法第五十六条第一項第三号の規定による外国倒産処理手続の承認の取消しの決定にお いては、

当該決定が同号の規定によるものであることを明らかにしなければならない。 

3 裁判所は、相当と認めるときは、法第五十六条第一項各号又は第二項各号に規定する事 由につ

いての事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。 

(平一六最裁規一五・一部改正) 

第五章 他の倒産処理手続がある場合の取扱い 

 

第一節 国内倒産処理手続がある場合の取扱い 

(国内倒産処理手続の中止命令の申立書の記載事項等・法第五十八条) 

第三十九条 法第五十八条(外国倒産処理手続の承認決定前の国内倒産処理手続の中止命 令)第一項

(同条第二項において準用する場合を含む。第四十一条(国内倒産処理手続が係属 する裁判所との連

絡調整)第六項において同じ。)の中止の命令の申立書には、第二十四条(他 の手続の中止命令等の

申立書の記載事項等)第一項各号に掲げる事項を記載しなければなら ない。 

2 前項の申立書には、同項に規定する事項を記載するほか、法第五十七条(国内倒産処理手 続の

開始決定がされた場合の承認の条件等)第一項各号に掲げる要件に該当する具体的な事 実を記載し、

かつ、当該事実を証する書面を添付するものとする。 

 

(承認援助手続の中止決定の申立書の記載事項等・法第六十条) 

第四十条 法第六十条(外国倒産処理手続の承認決定と開始決定前の国内倒産処理手続との 調整)第

二項に規定する承認援助手続を中止する旨の決定の申立書には、第二十四条(他の手 続の中止命令

等の申立書の記載事項等)第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

2 前項の申立書には、同項に規定する事項を記載するほか、法第五十九条(外国倒産処理手 続の承

認決定と国内倒産処理手続の開始決定とが競合した場合の調整)第一項第二号に掲げ る事由に該当

する具体的な事実を記載し、かつ、当該事実を証する書面を添付するものとす る。 

(国内倒産処理手続が係属する裁判所との連絡調整) 

第四十一条 承認援助手続が係属する裁判所の裁判所書記官は、同一の債務者につき国内 倒産処理

手続が係属することを知ったときは、当該承認援助手続が係属する旨を当該国内 倒産処理手続が係

属する裁判所の裁判所書記官に通知しなければならない。 

2 国内倒産処理手続が係属する裁判所の裁判所書記官は、同一の債務者につき承認援助手 続が係

属することを知ったときは、当該国内倒産処理手続が係属する旨を当該承認援助手 続が係属する裁



判所の裁判所書記官に通知しなければならない。 

3 承認援助手続が係属する裁判所は、国内倒産処理手続の中止を命じようとする場合には、 あら

かじめ、当該国内倒産処理手続が係属する裁判所の意見を聴かなければならない。 

4 国内倒産処理手続が係属する裁判所の裁判所書記官は、同一の債務者につき承認援助手 続が係

属することを知った場合において、当該国内倒産処理手続について次に掲げる事由 が既に生じてい

たとき又は生じたときは、その旨を当該承認援助手続が係属する裁判所の 裁判所書記官に通知しな

ければならない。 

一 国内倒産処理手続の開始の決定 

二 破産手続終結の決定 

三 再生計画認可の決定、更生計画認可の決定又は特別清算終結の決定の確定 

四 前二号に規定する事由以外の事由による国内倒産処理手続の終了 

5 承認援助手続が係属する裁判所の裁判所書記官は、同一の債務者につき国内倒産処理手 続が係

属することを知った場合において、当該承認援助手続について次に掲げる事由が生 じたときは、そ

の旨を当該国内倒産処理手続が係属する裁判所の裁判所書記官に通知しな ければならない。 

一 法第五十六条第一項第三号の規定による外国倒産処理手続の承認の取消しの決定の確 定 

二 前号に規定する事由以外の事由による承認援助手続の終了 

6 法人である債務者について法第五十七条(国内倒産処理手続の開始決定がされた場合の 承認の

条件等)第二項本文、法第五十八条(外国倒産処理手続の承認決定前の国内倒産処理手 続の中止命

令)第一項、法第五十九条(外国倒産処理手続の承認決定と国内倒産処理手続の開 始決定とが競合し

た場合の調整)第一項第一号又は法第六十条(外国倒産処理手続の承認決 定と開始決定前の国内倒

産処理手続との調整)第一項の規定による中止の命令により国内倒 産処理手続が中止した場合にお

いて、当該債務者について法第九条(法人の承認援助手続に 関する登記の嘱託等)第四項各号に掲げ

る登記があるときは、当該国内倒産処理手続が係属 する裁判所の裁判所書記官は、その旨を当該中

止の命令を発した裁判所の裁判所書記官に 通知しなければならない。 

7 法第五十九条第一項第二号又は法第六十条第二項の規定により承認援助手続が中止し た場合

において、当該承認援助手続において法第九条第一項の規定によりされた登記があ るときは、当該

承認援助手続が係属する裁判所の裁判所書記官は、その旨を法第五十九条第 一項又は法第六十条第

二項に規定する国内倒産処理手続が係属する裁判所の裁判所書記官 に通知しなければならない。 

(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正) 

第二節 他の外国倒産処理手続の承認援助手続がある場合の取扱い 

(他の承認援助手続の中止命令の申立書の記載事項・法第六十三条) 

第四十二条 法第六十三条(外国倒産処理手続の承認決定前の他の承認援助手続の中止命 令)第一項

の中止の命令の申立書には、第二十四条(他の手続の中止命令等の申立書の記載事 項等)第一項各号

に掲げる事項を記載しなければならない。 



(他の承認援助手続が係属する裁判所との連絡調整) 

第四十三条 承認援助手続が係属する裁判所は、既に承認の決定がされた同一の債務者に ついての

他の外国倒産処理手続の承認援助手続がある場合において、外国倒産処理手続の 承認の決定をし、

又は当該他の外国倒産処理手続の承認援助手続の中止を命じようとする ときは、あらかじめ、当該

他の外国倒産処理手続の承認援助手続が係属する裁判所の意見を 聴かなければならない。 

2 前項に規定する場合において、一の承認援助手続について次に掲げる事由が生じたとき は、当該

承認援助手続が係属する裁判所の裁判所書記官は、その旨を他の承認援助手続が係 属する裁判所の

裁判所書記官に通知しなければならない。 

一 外国倒産処理手続の承認の決定 

二 法第五十六条第一項第三号の規定による外国倒産処理手続の承認の取消しの決定の確 定 

三 前号に規定する事由以外の事由による承認援助手続の終了 

3 次の各号に掲げる規定により外国従手続の承認援助手続が中止した場合において、当該 

承認援助手続において法第九条(法人の承認援助手続に関する登記の嘱託等)第一項の規定 

によりされた登記があるときは、当該承認援助手続が係属する裁判所の裁判所書記官は、そ 

の旨を当該各号に定める裁判所の裁判所書記官に通知しなければならない。 

一 法第六十二条(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等)第二項本文 

同項本文の規定による中止の原因となった外国倒産処理手続の承認の決定をした裁判所 

二 法第六十三条(外国倒産処理手続の承認決定前の他の承認援助手続の中止命令)第一項 

同項の規定による中止の命令を発した裁判所 

(平一六最裁規一五・一部改正) 

附則 

この規則は、法の施行の日から施行する。 

附則(平成一五年二月一九日最高裁判所規則第四号) 

この規則は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。 

(施行の日=平成十五年四月一日) 

附則(平成一五年三月一九日最高裁判所規則第七号) 

この規則は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 

関する法律(平成十四年法律第百号)及び日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八 

号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 

附則(平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二二号)抄 

(施行期日) 

第一条 この規則は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する 

法律(平成十五年法律第百三十四号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 



附則(平成一六年一〇月六日最高裁判所規則第一五号)抄 

(施行期日) 

第一条 この規則は、破産法(平成十六年法律第七十五号。附則第七条において「新破産法」 

という。)及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六 

号)の施行の日から施行する。 

(施行の日=平成一七年一月一日) 

(外国倒産処理手続の承認援助に関する規則の一部改正に伴う経過措置) 

第四条 この規則の施行前にされた外国倒産処理手続の承認の申立てに係る承認援助事件 

については、第三条の規定による改正後の外国倒産処理手続の承認援助に関する規則(以下 この条

において「新承認援助規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

2 前項の承認援助事件の債務者につき、この規則の施行後にされた破産手続開始の申立て 又はこ

の規則の施行後に職権でされた破産手続開始の決定に係る破産手続について破産手 続終結の決定

があった場合には、当該承認援助事件が係属する裁判所の裁判所書記官に対 する当該決定の通知に

ついては、同項の規定にかかわらず、新承認援助規則第四十一条第四 項第二号の規定を適用する。 

3 この規則の施行後にされた外国倒産処理手続の承認の申立てに係る承認援助事件の債 務者につ

き、この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされ た破産の宣告に係

る破産手続について破産終結の決定又は強制和議認可の決定があった場 合には、当該承認援助事件

が係属する裁判所の裁判所書記官に対するこれらの決定の通知 については、新承認援助規則第四十

一条第四項第二号及び第三号の規定にかかわらず、なお 従前の例による。 

附則(平成一七年二月九日最高裁判所規則第六号) この規則は、不動産登記法(平成十六年法律第百

二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日) から施行する。 

附則(平成一八年二月八日最高裁判所規則第二号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次項において「施行日」と いう。)

から施行する。 

(施行の日=平成一八年五月一日) 

(外国倒産処理手続の承認援助に関する規則の一部改正に伴う経過措置) 

3 この規則の施行の際現に係属している会社その他の法人の整理に関する事件に係る整 理手続及

び整理実行の命令については、第七条の規定による改正後の外国倒産処理手続の 承認援助に関する

規則第四十一条第四項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則(令和四年一一月七日最高裁判所規則第一七号)抄 

(施行期日) 

第一条 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下 この条に



おいて「改正法」という。) 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和五年 二月二〇日〕か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施 行する。 

一 第一条中民事訴訟規則第三十二条、第七十七条、第七十八条、第九十六条及び第百六十三条第一

項の改正規定、第十四条の規定、第十八条中労働審判規則第三十七条の改正規定 (「第七十七条」

を「第七十七条前段」に改める部分に限る。)、第二十条中非訟事件手続規 則第二十一条及び第五

十条の改正規定、第二十一条中家事事件手続規則第三十三条及び第 百二十六条第二項の改正規定並

びに第二十二条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の

返還に関する事件の手続等に関する規則第二十三条 及び第五十三条第一項の改正規定 改正法附則

第一条第三号に掲げる規定の施行の日〔令 和五年三月一日〕 

二 第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十条の二」に改める部 分に限

る。)及び同規則第一編第五章第一節中第三十一条の前に二条を加える改正規定、第 三条の規定、

第六条の規定、第七条中民事執行規則第十五条の二の改正規定、第八条中民事 保全規則第六条の改

正規定、第十条中民事再生規則第十一条の改正規定、第十二条中外国倒 

産処理手続の承認援助に関する規則第十二条の改正規定、第十三条中会社更生規則第十条 の改正規

定、第十六条の規定、第十七条中破産規則第十二条の改正規定並びに第二十三条の 規定 改正法附

則第一条第四号に掲げる規定の施行の日〔令和六年三月一日〕 

三 第十五条の規定 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 

 

附 則(令和六年九月十七日最高裁判所規則第一四号)抄 

(施行期日) 

第一条 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。)の施行の日〔令

和八年五月二一日〕から施行する。 

 

別表（第十二条の十一関係）（令六最裁規一四・追加） 

                   
 

           

第一条第二項 陳述の内容を電子調書に記録し、

これを裁判所の使用に係る電子計

算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）に備えられたファイル（第三

十三条の三（電磁的訴訟記録の閲

覧等の方法等）第二項第一号を除

き、以下単に「ファイル」という。）

に記録しなければ 

調書を作成し、記名押印しなけれ

ば 

第十五条第一項及び第

二十三条第一項 

書面又は電磁的記録により 書面で 

第十五条第四項及び第前三項 第一項 



二百十一条第四項 

第二十三条第二項 又は電磁的記録が私人により作成

されたもの 

が私文書 

第二十四条第二項、第

二十五条第一項及び第

三項並びに第二十七条 

資料 書面 

第二十五条第一項 記載し、又は記録した書面又は電

磁的記録 

記載した書面 

第二十六条前段 記録した電磁的記録を作成し、こ

れをファイルに記録しなければ 

記載した書面を作成し、当該書面

に記名押印しなければ 

第三十条の二第二項、

第六十六条第一項、第

六十七条第一項及び第

三項、第六十九条並び

に第七十六条の二第一

項前段 

に係る電子調書 の調書 

第三十条の二第二項、

第三十四条の七第二

項、第六十六条第一項、

第百二十二条の二第二

項及び第百二十二条の

三第二項 

記録しなければ 記載しなければ 

第三十四条の七第二

項、第七十二条、第七十

六条、第百十六条第三

項、第百十八条第二項、

第百二十二条の二第二

項、第百二十二条の三

第二項、第百四十二条

及び第百四十六条第一

項 

電子調書 調書 

第四十七条第一項及び

第四十七条の二第二項 

書類又は電磁的記録 書類 

第四十七条の二第一項 書類又は電磁的記録の相手方 書類の相手方 

書類又は電磁的記録について直送

（当事者が前条（書類又は電磁的

書類について直送（当事者の相手

方に対する直接の送付 



記録の送付）第二項又は第三項の

方法により相手方に対して直接送

付すること 

第四十八条第一項及び

第二項 

交付又は電磁的記録の提供 交付 

第五十条の二 電子決定書（法第百二十二条（判決

に関する規定の準用）において準

用する法第二百五十二条（電子判

決書）第一項の規定により作成さ

れる電磁的記録であって、決定に

係るものをいう。第六十七条（口頭

弁論に係る電子調書の実質的記録

事項等）第一項第七号及び第百六

十条（判決の更正決定等の方式）第

一項において同じ。） 

決定書 

電子調書に記録させる 調書に記載させる 

第六十六条第二項 裁判長は、前項の電子調書の内容

を確認するとともに、これを確認

したことを当該電子調書上明らか

にする措置を講じなければ 

前項の調書には、裁判所書記官が

記名押印し、裁判長が認印しなけ

れば 

第六十六条第三項 当該電子調書に記録するととも

に、当該電子調書の内容を確認し、

かつ、これを確認したことを当該

電子調書上明らかにする措置を講

じなければ 

付記して認印しなければ 

記録すれば 記載すれば 

第六十七条第一項 記録し 記載し 

第六十七条第一項第六

号及び同条第二項並び

に第百八十四条 

記録 記載 

第六十七条第一項第七

号 

電子決定書又は電子命令書（法第

百二十二条（判決に関する規定の

準用）において準用する法第二百

五十二条（電子判決書）第一項の規

定により作成される電磁的記録で

あって、命令に係るものをいう。） 

書面 



第六十七条第三項 記録する 記載する 

第六十七条第四項 記録した電磁的記録を作成し、こ

れをファイルに記録しなければ 

調書に記載しなければ 

第六十八条第一項 の録音又は録画により作成された

電磁的記録をファイル 

を録音テープ又はビデオテープ

（これらに準ずる方法により一定

の事項を記録することができる物

を含む。） 

電子調書の記録 調書の記載 

第六十八条第二項 前条第一項（第三号に係る部分に

限る。）の規定により電子調書に記

録すべき事項を記録した電磁的記

録を作成し、ファイルに記録しな

ければ 

証人等の陳述を記載した書面を作

成しなければ 

第六十九条 他の電磁的記録 書面、写真、録音テープ、ビデオテ

ープその他裁判所において適当と

認めるもの 

これをファイルに記録して電子調

書 

承認援助手続に係る事件の記録に

添付して調書 

第七十一条 速記に係る電磁的記録（以下「電子

速記録」という。） 

速記録 

電子速記録を 速記録を 

第七十二条 電子速記録 速記録 

ファイルに記録して 承認援助手続に係る事件の記録に

添付して 

第七十六条 当該陳述の録音により作成された

電磁的記録 

録音テープ 

第七十六条の二第一項

前段 

記録した電磁的記録を作成し、こ

れをファイルに記録しなければ 

記載した調書を作成し、記名押印

しなければ 

第七十六条の二第二項 電磁的記録 調書 

第八十条第三項 第四項の規定は答弁書について、

第五十五条（訴状の添付書類等）第

三項及び第四項の規定は前項の書

証の写しの添付 

第四項（第一号に係る部分に限

る。）の規定は、答弁書 

第百八条第一項 電子呼出状 呼出状 

記録しなければ 記載し、尋問事項書を添付しなけ



れば 

第百十六条第三項 の作成に用いる場合 への添付 

第百十八条第二項 記録させなければ 記載させなければ 

第百二十七条 前節（証人尋問 前節（証人尋問）及び外国倒産処理

手続の承認援助に関する規則第十

二条の六（証人の宣誓 

第百三十四条 第百八条（電子呼出状の記録事項

等） 

外国倒産処理手続の承認援助に関

する規則第十二条の十一（民事訴

訟規則の準用）において読み替え

て準用する第百八条（電子呼出状

の記録事項等）第一項 

の電子呼出状 の呼出状 

第二項、第四項及び第五項 第二項及び第五項並びに同規則第

十二条の六（証人の宣誓）第一項及

び第二項 

第百四十二条 記録すべき 記載すべき 

第百四十六条第一項 裁判所書記官は、法 法 

画像情報を 原本、謄本又は抄本は、 

第百四十六条第二項及

び第百五十一条 

第百四十二条（受命裁判官等の証

拠調べの電子調書 

外国倒産処理手続の承認援助に関

する規則第十二条の十一（民事訴

訟規則の準用）において読み替え

て準用する第百四十二条（受命裁

判官等の証拠調べの電子調書）及

び同規則第十二条の八（受命裁判

官等の証拠調べの調書 

電子調書について 調書について 

第百四十七条 （書証の申出等）第一項から第三

項まで及び第百三十七条の二から

前条まで（ 

から前条まで（第百三十七条第三

項及び第四項並びに第百四十三条

第三項を除く。）（書証の申出等、 

の規定 及び外国倒産処理手続の承認援助

に関する規則第十二条の八（受命

裁判官等の証拠調べの調書）の規

定 

第百四十九条の二第一

項 

最高裁判所の細則で定めるところ

により、当該申出に係る電磁的記

当該電磁的記録 



録の複製を第五十二条の十（電子

情報処理組織）第一項の電子情報

処理組織を使用する方法によりフ

ァイルに記録し、又は電磁的記録

の複製 

電磁的記録をいう 書面をいう 

第百四十九条の二第一

項及び第二項 

電子証拠説明書 証拠説明書 

第百四十九条の二第二

項及び第百四十九条の

四 

電磁的記録の複製 電磁的記録を記録した記録媒体 

第百四十九条の四 提出等 提出等）並びに外国倒産処理手続

の承認援助に関する規則第十二条

の八（受命裁判官等の証拠調べの

調書 

読み替える 、外国倒産処理手続の承認援助に

関する規則第十二条の八中「同条

の文書の写し」とあるのは「第十二

条の十一において読み替えて準用

する同規則第百四十九条の二（電

磁的記録に記録された情報の内容

に係る証拠調べの申出の方式等）

第一項の電磁的記録を記録した記

録媒体」と読み替える 

第百八十四条及び第百

八十九条第三項 

電子判決書又は電子判決書に代わ

る電子調書 

判決書 

第百八十九条第一項 電子上告提起通知書（上告の提起

があった旨を通知するために裁判

所書記官が作成する電磁的記録を

いう。以下同じ。） 

上告提起通知書 

第百八十九条第二項及

び第三項 

電子上告提起通知書 上告提起通知書 

第百九十四条 による電子上告提起通知書 による上告提起通知書 

第百九十五条 被上告人（当該書面の送達につい

て法第百九条の二（電子情報処理

組織による送達）第一項ただし書

被上告人の数に六を加えた数の副

本 



の届出をしている者を除く。）の数

の副本（法第百三十二条の十（電子

情報処理組織による申立て等）第

一項の規定により当該書面に記載

すべき事項をファイルに記録した

場合にあっては、当該事項を出力

することにより作成した書面） 

第百九十九条第二項 電子上告提起通知書」とあるのは

「電子上告受理申立て通知書 

上告提起通知書」とあるのは「上告

受理申立て通知書 

第二百九条 電子上告提起通知書」とあるのは

「電子抗告許可申立て通知書 

上告提起通知書」とあるのは「抗告

許可申立て通知書 

第二百十条第一項 電子抗告提起通知書（法第三百三

十条の抗告又は法第三百三十六条

第一項の抗告があった旨を通知す

るために裁判所書記官が作成する

電磁的記録をいう。） 

抗告提起通知書 

第二百十条第二項 電子抗告提起通知書 抗告提起通知書 

電子抗告許可申立て通知書 抗告許可申立て通知書 

 

 


